
　特定健診は、毎年受診することによって、ご自身の身体の変化を経年で知ることができる大切な健
診です。健診結果を受け取ったら、結果をしっかり確認して健診結果に記載された指示に従いましょう。
健康を維持するための大切なヒントです。
　特定保健指導では、特定健診の結果をもとに、保健師や管理栄養士などの専門家のサポートを受け
ながら病気にならないように生活習慣の改善をしていきます。
　「忙しくて受けている暇がないから」「自分で気をつけて食事、運動をしているから」などの理由により
指導を受けない方がほとんどですが、忙しい毎日だからこそ、心身の健康状態に目を向けることが重要
です。
　個人的に専門家からアドバイスを受けて体を変えようとしたら結構なお金がかかりますが、特定保健
指導に費用はかかりません。
　まずは「申し込む」という行動を起こしましょう！
　生活習慣病は自覚症状がないまま静かに進行し、放っておくと、やがて命に関わる重大な病気を引
き起こします。病気を防ぐ第一歩になりますので、特定健診、特定保健指導を積極的に活用しましょう。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

　「特定健康診査」は、病気を発症する前の段階で異常を発見し、生活習慣の改善などで病気の発症や進
行を予防する大切な健診です。すでにご案内と受診券をお送りしていますが、受診はお済みでしょうか？

　詳しくは、令和元年6月送付済みの「特定健康診査受診のご案内」をご覧ください。

次のいずれかに該当する方は、「特定健診」の受診があったものとみなされますので、
お手元に健診結果をお持ちの方は、共済組合に提出をお願いいたします。

　❶パートタイマー等で勤務先の事業主健診を受診した方
　　事業主健診の結果を組合員の勤務先を通じて共済組合に提出してください。
　　（※任意継続組合員とその被扶養者の方は、直接共済組合福祉課に提出してください。）

　❷本組合の指定医療機関以外で、人間ドックおよび併診ドックを受検した方
　　健診結果を組合員の勤務先を通じて共済組合に提出してください。
　　 なお、指定医療機関で受検した方の場合は、医療機関から健診結果が共済組合
に提供されますので健診結果を提出する必要はありません。

　　（※任意継続組合員とその被扶養者の方は、直接共済組合福祉課に提出してください。）

特定健診・特定保健指導を積極的に活用し、
健康を維持しましょう

任意継続組合員・被扶養者（40歳～74歳）の皆さまへ
『特定健診』は受けましたか？

特定健康診査受診券の有効期限は、令和2年3月31日です

健診費用は共済組合で全額負担しますので皆さま積極的に受診しましょう

共済だより
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